
日立市の建築基準に関する指定状況について 平成１９年１２月１日作成

令和元年10月8日更新
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◆構造規定関係
　Ⅱ or Ⅲ　（建設省告示第1454号に基づく区分Ⅰ、Ⅳの指定はありません）
　　30m/s
　　40cm　　　　日立市建築基準法施行細則第26条

◆中間検査の指定状況 H21.4.1現在
延べ床面積500㎡以上又は地上の階数が3以上の建築物
木造：屋根及び軸組工事　RC・SRC造：2階のはり及び床の配筋　S造：1階部分の鉄骨建方

市街化区域の全域
（防火・準防火地域以外）

※上記は建築基準法に基づく指定状況を表したものです。建築協定など他の建築制限がある場合があります。
   建築基準法令に基づいて適切にご利用ください。
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外壁後退距離（都市計画法）及び壁面線（建築基準法）の指定はありません　（ただし、建築協定・地区計画により外壁後退距離が定められている場合があります）
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　　◇このパンフレットに関するお問合せ先
　  　 日立市 都市建設部 建築指導課 　0294-22-3111  内線 432、433
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